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講演会を開催し、難病の現状や治療方法の解明の難しさを参加者にご理解いた

だきました。助成金は、私たちの活動を勇気づけるものとなっております。こ

支援ご協力いただきありがとうございました。
区内難病患者i家族の会

配分計画"

募金目安額の決定(5月)

事前に配分計画を立て、実施に

必要な募金目安額を定めます。

※詳しくは、東京都共同募金会(丁E」 O3-5292-3181)までお問い合わせください

募金の配分

(翌年度4月以降)

〇年間の取り組みに活

用されます。

〔個人の場合〕‾ 

所得税に係わる寄付金控除額(下記①、②のいずれか) 

①所得控除:寄附者のその年分(1月一12月)の課税対象となる所得から、該当される額が控除されます。 

寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円 ②税額控除:納付すべき税の額から該当する金額が控除されます。 (寄附金額-2千円)×40%=所得税額からの控除額(所得税額の25%が限度) 

住民税に係わる寄附金税額控除 やこま 

悔附金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円]×10% ㊧ ○ 

〔法人の場合〕 株式会社などの法人の寄付は、法人税の算出にあたり寄付額を「全額損金」とすることができま 三〇‾’ 


